




1873年（明治６年） ノルウェーのハンセンが、らい菌を発見。

1907年（明治40年） 「癩
らい
予防ニ関スル件」制定

野外生活を営むハンセン病の患者をハンセン病療養所に入
所させるための法律。

1909年（明治42年） 全国５ヶ所で公立療養所を開設。

1931年（昭和６年） 「癩
らい
予防法」制定

「癩
らい
予防ニ関スル件」を作り直した法律。この法律の制定

により隔離の対象となる患者の範囲が広まった。この法律
に前後して始まった「無

む
らい県

けん
運動」により、ハンセン病

をすべてなくそうという「強制隔離によるハンセン病絶滅
政策」が広まる。

1943年（昭和18年） アメリカでプロミンの治療効果が発表された。

1947年（昭和22年） プロミンの予算獲得運動

1951年（昭和26年） 全国国立癩
らい
療養所患者協議会（全患協。現・全療協）結成

1953年（昭和28年） 「らい予防法」制定
「癩

らい
予防法」を作り直した法律。患者が働くことの禁止、

療養所入所者の外出禁止などを規定したもの。

1990年代 予防法廃止運動
1991年全患協が「らい予防法」改正要請書を厚生省へ提出
したことがきっかけとなり、社会でも療養所入所者に対す
る関心が高まった。1994年日本らい学会の「らい予防法検
討委員会」、厚生省主導の「らい予防法見直し検討会」など
で議論された。

ハンセン病の主な年表



1996年（平成８年） 「らい予防法の廃止に関する法律」制定
当事者の長年の運動が実り「らい予防法」が廃止される。「ら
い予防法」の見直しが遅れたことについて厚生大臣が謝罪。

1998年（平成10年） 熊本地裁に、星
ほし
塚
づか
敬
けい
愛
あい
園、菊

きく
池
ち
恵
けい
楓
ふう
園の入所者ら13人が「ら

い予防法」違
いけんこっかばいしょうせいきゅうそしょう
憲国家賠償請求訴訟を提

てい
起
き
。

2001年（平成13年） 「らい予防法」違
いけんこっかばいしょうせいきゅうそしょう
憲国家賠償請求訴訟で、熊本地裁は原

げん
告
こく

勝
しょ
訴
うそ
の判決。国は控

こう
訴
そ
せず。内閣総理大臣談話。衆参両院

で謝罪決議。
「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関
する法律」成立。和解に関する基本合意書締結。厚生労働
大臣、副大臣が各療養所を訪問し謝罪。

2002年（平成14年） 全国50の新聞紙上に厚生労働大臣名で謝罪広告掲載。国立
ハンセン病療養所等退所者給与金事業開始。

2005年（平成17年） 国立ハンセン病療養所等非入所者給与金事業開始。

2006年（平成18年） ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関す
る法律の一部を改正する法律成立。

2008年（平成20年） 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（ハンセン病
問題基本法）」制定

2009年（平成21年） ４月「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」施行
６月22日「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の
日」と定める。



ハンセン病療養所全国配置図
（平成28年５月１日現在）

滋賀県出身者
　１）施設別入所者数
　　・国立療養所　邑久光明園　　６人
　　・国立療養所　長島愛生園　　２人
　　・国立　駿河療養所　　　　　１人
　　・国立療養所　多磨全生園　　３人　
　　　　　合　　　　計　　　　　12人
　２）入所期間・年齢等
　　・平均入所期間　　64.7年（最長入所者　75年）
　　・平均年齢　　　　85.9歳

療養所入所総数
全　国　　14か所　　1,584人
滋賀県　　４か所　　　12人
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かつては…
・親や兄弟姉妹と
　一緒に暮らすことができない。
・実名を名乗ることができない。
・結婚しても子どもを
　生むことが許されない。
・多くの人が療養所から
　出て暮らすことができない。
・死んでも多くの人が
　故郷の墓に入れてもらえない。

こうした生活をハンセン病の回復者の方々は
長い間強いられてきました。
あなたは想像できますか。

みなさんと同じ人間なのに、こんなあたりまえのことが
できない人たちがおられます。「ハンセン病」という病
気にかかった方々です。誤った国の政策などによって、
長い間多くの偏見と差別に苦しんでこられました。今ま
で間違えて伝えられてきた病気、そしてその実態が、よ
うやく正しく伝えられるようになりました。
「わたしたちにできること」それは、ハンセン病につい
て、正しい知識と理解を持つこと。これが偏見や差別を
なくす第一歩なのです。このパンフレットをきっかけ
に、一人でも多くの方々にハンセン病のことを正しく
知っていただきたいのです。家族、友人、学校、職場お
よび地域等でも話し合い、さらに理解を深める輪を広げ
てください。



人権尊重の精神を持とう
今の社会の中には、ハンセン病だけでなく病気、人種、年齢、
障害、性別および門

もん
地
ち

などによる偏見や差別があります。そう
した人権をめぐる様々な問題を解決していくためには、一人ひ
とりが人権尊重の精神を持つことが大切です。人権が尊重され
る社会の実現に向けて、わたしたちに何ができるのか。是非考
えてください。

問い合わせ先

ハンセン病回復者と家族のための相談・支援窓口
およびこのパンフレットに関する問い合わせ先

滋賀県健康医療福祉部健康医療課

077（528）3616
秘密は厳守しますので、どんなことでも安心してご相談ください。
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わたしたちにできること ～ハンセン病を知り、偏見や差別をなくそう～

［ 公益社団法人日本広報協会 ］
向き合おう。語り合おう。いま、問われるハンセン病の過去と未来

［ ハンセン病療養所の将来構想をすすめる会・関西実行委員会 ］
ハンセン病問題啓発パンフレット

この印刷物は古紙パルプを配合しています

2016.11


